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森 林 の 四 季 平成２４年９月２０日⑵

　平成２４年５月２８日、徳島市「徳島グランヴィリ
オホテル」において徳島県森林組合連合会第６１回
通常総会が開催されました。
　冒頭、杉本会長より、平成２１年度に策定された
「森林・林業再生プラン」を法制面で具体化する
ため、「森林法」が改正され、森林計画制度の見
直しにより、現行の森林施業計画が「森林経営計
画」に改められたほか、「森林管理・環境保全直
接支払制度」が導入され、面的なまとまりをもっ
て計画的な森林施業を行う森林経営計画の作成者
等を対象とした、直接支援が開始されるなど、
我々森林組合系統を取り巻く環境は大きく変化し
てきているとの見解を示されました。
　一方、徳島県においては、平成２３年度より、新たに「次世代林業プロジェクト」をスタートさせ、木
材生産量の倍増を目指すとともに、「徳島県森林整備加速化・林業飛躍基金」を活用した高性能林業機械
の導入による間伐材の安定供給体制の確立、さらには全国に先駆け、県下市町村において「市町村木材
利用方針」が策定されるなど、林業振興等への取り組みに対し、感謝の意を述べられました。

　また、「森林・林業再生プラン」に歩調を合わせ
て、昨年度からスタートさせた森林組合系統運動
「国産材の利用拡大と森林・林業再生運動」に即
し、低コスト搬出間伐の推進と施業集約化の推進
を図るとともに、県下森林組合と一丸となり木材
の安定供給体制の確立を目指し、積極的に取り組
むほか、本年度新たに徳島県森林組合広域合併推
進協議会を立ち上げたことを受け、今後、広域合
併を強力に推進するとともに、国際協同組合年を
契機に積極的に協同組合運動に参画し、森林組合
系統のさらなる発展を目指し取り組んで参る所存
でありますので、引き続き、国・県・市町村・関
係機関のご支援・ご鞭撻をお願いする旨の挨拶を
行いました。
　続いて優良森林組合並びに職員の表彰式が執り
行われ、受賞者を代表して「三好西部森林組合 課
長 吉本利春氏」が謝辞を述べられました。その
後、吉田農林水産部長をはじめ、徳島森林管理署・
三谷署長、農林中央金庫高松支店・山田農林水産
環境事業部長よりご祝辞を賜りました。
　なお、議事については議長に西副会長が選出さ
れ、提出１０議案はすべて原案どおり可決承認され
ました。

杉本会長あいさつ

総会の様子

吉田農林水産部長ご祝辞



森 林 の 四 季平成２４年９月２０日 ⑶

平成２４年度優良森林組合並びに職員の表彰者（敬称略）

１．優良森林組合の部

販 売 事 業 の 部    三好西部森林組合

購 買 事 業 の 部    三好東部森林組合

森林国営保険事業の部    阿 南 市 森 林 組 合

２．職員の部

三好西部森林組合　課長補佐　梶元　貞二

三好東部森林組合　書　記　原田　昭美

日 和 佐 森 林 組 合　技術主任　坂本　裕史

木 頭 森 林 組 合　技　師　松田　隆史

三好西部森林組合　課　長　吉本　利春

優良職員表彰の様子

受賞者代表・謝辞

平成２４年度 徳島県表彰受賞のお知らせ
（県森連理事･三好西部森林組合長　西川 兆八　氏）

　平成２４年６月４日（月）徳島県庁において、平成
２４年度徳島県表彰式が執り行われました。
　今年度の徳島県表彰では、徳島県森林組合連合会
理事で三好西部森林組合代表理事組合長であられま
す西川兆八氏が、多年にわたる地域林業振興への貢
献と、広域合併推進における多大なる功績が認めら
れ、受賞される運びとなりました。

受賞者の長年の功績に対し深く敬意を表し、心からお祝い申し上げます。

表彰式の様子



森 林 の 四 季 平成２４年９月２０日⑷

　平成２３年度にスタートした「緑の雇用」現場技能者育成対策事業も２年目を迎え、当県でも７月より
今年度のフォレストワーカー集合研修を開始しました。
　今年度の研修生数は、ＦＷ１年目が２３名、ＦＷ２年目が１０名、ＦＷ３年目が６名の計３９名で昨年度の
２８名を大きく上回っており、昨年同様７月の開講式を皮切りに１２月までの間、全国で統一されたカリ
キュラムに沿って研修を進めることとしています。
　また、この集合研修では当連合会が実施する研修（講義･実習･試験等）のほか、林業に必要な資格取
得をはじめとした安全講習等もカリキュラムに定められており、職場で行われるＯＪＴ研修と併せ段階
的かつ体系的に人材育成することを目的としています。
　なお、各年次の研修時間については、１年目：９８時間＋安全講習等（計３０日程度）、２年目：８４時間＋
安全講習等（計２５日程度）、３年目：１０６時間＋安全講習等（計２０日程度）となっており、大変充実した
研修内容となっています。

下刈り（育林）研修メンテナンス研修

住宅展示場見学保育間伐研修



森 林 の 四 季平成２４年９月２０日 ⑸

■森林施業プランナー認定の意義
　提案型集約化施業の業務を行うのは「森林施業プランナー」（以下、プランナー）です。プランナー
は、森林所有者に代わって、水源涵養機能や木材生産機能など市町村森林整備計画におけるゾーニング
に基づいた面的なまとまりを持つ計画である森林経営計画を作成します。さらに、作業団地単位ごとに
森林施業の内容や事業収支を示した施業提案書を作成し、森林所有者へ提示して施業を受託します。そ
の後、現場技術者への作業内容の指示から実行管理までを行います。このように、プランナーは森林所
有者に代わって地域の森林を管理する重要な存在です。
　このような状況を受け、森林施業プランナー協会では、プランナーの能力や実績を客観的に評価し、
提案型集約化施業の一定の質を確保できるよう、森林施業プランナーを認定する仕組みを設けました。
この制度を設けることにより、新たに森林施業プランナー業務を実施しようとする者の育成の目標とし
て機能させます。併せて、森林所有者からの信頼を得て、プランナーの社会的地位を向上させるととも
に、自信と誇りを持って地域の適正な森林管理を行うことにより、森林の持つ多面的機能が十分に発揮
されることを目指します。

森林施業プランナー認定制度がスタートします！

 森林施業プランナー認定制度について



森 林 の 四 季 平成２４年９月２０日⑹

　平成２４年７月２４日、徳島市「徳島県林業センター」において、平成２４年度第１回評議員会が開催され、
任期満了に伴う役員の選任が行われました。
　現在、当センターでは、平成２５年４月１日の公益財団法人発足を目指し移行手続きを進めているとこ
ろであり、新役員及び評議員の任期は公益法人発足の前日までとなっています。
　なお、平成２３年度事業報告書等の閲覧方法については、下記をご参照ください。

※　平成２３年度「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書」については
　支援センターホームページに掲載しております。

新役員名簿（任期：H２４.７.２６～H２５.３.３１）
※公益法人移行登記の前日まで

役　　　　　　　員

所　　　属氏　　名役　　職

徳島県 農林水産部
林業飛躍局長伊藤　晴夫理 事 長

徳島県森林組合連合会
代表理事専務西條　浩三副 理 事 長

吉野川市 農林業課長杉友善一郎理 　　 事

海陽町 産業振興課長歌　　邦夫〃

東みよし町 産業課長吉岡　章二〃

美馬森林組合 専務理事七田　義貞〃

木頭森林組合 参事中西　泰志〃

徳島中央森林組合
専務理事大塩　貴行〃

税理士大石　真紀監　　 事

徳島県森林組合連合会
代表監事山下　修弘〃

１０名計

評議員名簿（任期：H２３.７.１１～H２５.３.３１）
※公益法人移行登記の前日まで

評　　　議　　　員

所　　　属氏　　名区　　分

徳島県 農林水産部
次世代プロジェクト推進室長梶本　一夫県

徳島市 農林水産課長中川　誠司市 町 村

小松島市 産業振興課長茨木　昭行〃

三好市 林業振興課長大内　忠治〃

海部森林組合 専務理事冨田　智久森 組 系 統

徳島中央森林組合
総務課長本生　啓二〃

美馬森林組合 総務課長冨田　真希〃

徳島県森林組合連合会
管理課長粟飯原勝芳〃

８名計

（財）徳島県林業労働力確保支援センター
－任期満了に伴う役員の選任について－



森 林 の 四 季平成２４年９月２０日 ⑺

◇樹木医による無料緑化相談◇
　「みどりの１１０番」では徳島県森林組合連合会の所属員及びその組合員並びに会員外に対し、本会に、徳島県樹木医会
の先生が週３日駐在し、電話・FAX・窓口対応の方法により、無料の緑化相談、技術指導を行っています。
・庭木の管理・樹木の病気・樹木の害虫・樹木の育成環境・森林の整備方法など
　（有料の出張診断、治療、病害虫防除等も行っております。）
　

〈平成２３年度相談状況〉

● ● ● みみどどりりのの111100番番 ● ● ●

その他
依頼等

調　査
依　頼

相　談　区　分地　域　別相　談　等
件　　数月 来所FAX等TEL県　内県　外

２５２８１５１５４
２７１４２１２１５
５８３６１７１７６
３５１１１１７１７７

１５１４１０１０８
１４１０１１０２１２１９
１１７１９２７２７１０

３９１１０２０２０１１
２７７１４１４１２
１８４１２１２１
１９３７１９１９２
１５３１０１８１８３

３２４９５１６１００２１１０２１１計
（相談内容）
　｢みどりの１１０番｣相談員の老齢化に伴い、平成２３年６月より相談日数を週５日から週３日に変更したが、相談件数
は２１１件となり、昨年度実績より３件増加した。このうち、天然記念物や公園、学校など公共的な施設からの相談件数
は６０件を占め、昨年度実績に比べて２２件増加したが、この原因は昨年本県に来襲した台風により、これら施設の樹木
が被害を受けたためかと思われれる。「みどりの１１０番」は、県下唯一の緑化技術の相談窓口として、状況に応じて県
民の要望に対応しているが、近年、県民の間では「みどりの１１０番」が緑化推進上、必要な存在となってきている。
　地域別では、全て県内の相談であり、また相談区分では、電話相談が１００件と最も多く、次いで来所件数が９５件と、
両者の差は少なくなった。ＦＡＸ等は１６件で、昨年度より僅かに減少した。なお調査依頼件数は２４件、その他の依頼
等の件数は３件と、調査依頼が昨年度より増加した。
　相談内容の内訳は、次のとおりであり、「庭木の保育管理等の相談件数」と「庭木の病害虫等の相談件数」の比率が
増加し、「緑化樹の増殖等についての相談件数」と「その他の（事務連絡を含む）相談件数」の比率は減少した。この増
減の原因は、台風の来襲や病害虫等の発生消長などが影響しているかと思われる。　
　　　　　　　　（相談内容内訳）
　　　　　　　　庭木の保育管理等の相談件数　　　　　　　　　９０件　　　４３％　（昨年度　４０％）
　　　　　　　　庭木の病害虫等の相談件数　　　　　　　　　　４０件　　　１９％　（　〃　　１５％）
　　　　　　　　緑化樹の増殖等についての相談件数　　　　　　３件　　　１％　（　〃　　４％）
　　　　　　　　その他の（事務連絡を含む）相談件数　　　　　７８件　　　３７％　（　〃　　４１％）　
　　　　　　　　（天然記念物や公共的な施設の相談件数）
　　　　　　　　天然記念物・公園・学校等施設の相談件数　　　６０件　（全相談件数の２８％）　
　　　　　　　　（天然記念物や公共的な施設の事業実施状況）
　　　　　　　　平成２３年度「みどりの１１０番」を通じて実施した主な事業は次のとおりである。
　　　　　　　　徳島地方・家庭裁判所構内樹木調査、内田のエドヒガン診断・指導、和無田八幡神社の
　　　　　　　　門杉診断・指導、文化の森総合公園モミノキ保護対策事業、野神の大センダン保護対策
　　　　　　　　事業、市場小学校ケヤキ診断・指導

【相談受付時間】
　月曜日・水曜日・金曜日の午前１０時から午後４時まで
　（祝日・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除きます。）

お気軽にお問い合わせ下さい。

（088）652－4110
　　　　　　　　　　　　（TEL・FAX兼用）

徳島県樹木医会　日本樹木医会会員
〒７７０-０９３９　徳島市かちどき橋１丁目４１番地
林業センタービル１F（徳島県森林組合連合会内）



森 林 の 四 季 平成２４年９月２０日⑻

　国際連合は、１９４８年（昭和２３年）１２月１０日に「世界人権宣言」を採択し、その主旨は「すべての人間
は、生まれながらにして自由であり尊厳と権利において平等である」という内容でした。
　１９６６年（昭和４１年）「国際人権規約」を採択、「人権の国際基準」を示し地域紛争や、人権侵害、難民
問題が取り上げられる中で、世界が「人権」についてよく考えるようになりました。
　１９９４年（平成６年）の総会において１９９５年から２００４年までの１０年間を「人権教育のための１０年間」と
決議しました。以後、各国において積極的に取り組むよう要求しています。
　これを受けて、我々森林組合を含む全国農林漁業団体では「人権問題啓発推進事業」を開始し、継続
してこの運動を展開しています。
　「人権」は永遠のテーマです。わたしたちは人権について学び、かつて採択した「世界人権宣言」の主
旨を次の世代へ引き継がなければなりません。

人は生まれながらに
「人」として生きる権利を持っています。

私たちの身近にひそむ差別や偏見、
人権侵害につながる人権課題に対する心構えを常に持ち続けましょう。

全 国 森 林 組 合 連 合 会
人権問題啓発推進事業




